
- 1 - 

 

 

 

 

令和 8年度 

 

委託 第 19号 

 

おいらせ病院給食業務委託 

 

仕様書 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険おいらせ病院  



- 2 - 

 

おいらせ病院給食業務委託 仕様書 

 

1.総則 

この仕様書は業務の大要を示すものであり、発注者が認めた軽微のものにつ

いても、受注者は契約金の範囲内においてそれを実施するものとする。 

 

2.業務場所 

上北郡おいらせ町上明堂 1-1地内（国民健康保険おいらせ病院内） 

 

3.契約期間 

  令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31日まで 

 

4.必要人員等 

  【人員】 

・調理師（厨房において調理のできる者） … 3名 

・補助員 … 4名 

 ※最低人員で見込んでいますが当院の状況（入院患者数等）により、 

契約金額の範囲内で人数の調整（増員）をお願いする場合があります。 

  【勤務時間帯】（参考） 

   ① 5：00-14：00 

   ② 5：30-14：30 

   ③ 8：30-17：30 

   ④10：00-19：00 

 ※配膳時間は「11.調理作業及び配膳」を参照のこと。 

 

5.業務の目的 

  入院患者に対する給食の趣旨を認識し、その疾病治療あるいは治療上の医

療効果を高めるため必要な栄養源の補給を行うことを目的とする。 

 

6.従事の服装 

業務従事者の服装については関係法令等を遵守し、適切な服装にて業務にあ

たること。 
 

7.業務従事者の配置 

・受注者は業務に遅滞等が生じることの無いよう、常に人員の確保に留意す

るとともに業務実施上必要かつ十分な人員を配置すること。また、若干名

の補助要員を確保し、病気等により作業員が欠けるなどの非常時には直ち
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に人員補充できる体制（発注者への報告含む）を整え、業務に支障が生じ

ないようすること。 

・受注者は業務従事者名簿及び有資格者を証する書類の写し、人数配置を明

記した業務計画書（任意様式）、健康診断書を発注者に提出しなければなら

ない。また、異動があった場合も同様とする。 

・1日 1名以上の調理師を配置すること。 

 

8.業務責任者 

・受注者は、自己の代理人として業務の実施及び指揮監督を行う責任者を配

置し、発注者に報告しなければならない。 

 

9.従事者の衛生管理 

・受注者は従事者の健康管理については絶えず注意を払うとともに、健康診

断の実施及び月 1回、6月から 9月の期間は月 2回の検便を実施するこ

と。検便には、従来の検査に加え腸管出血性大腸菌の検査を含めること。

また、10月から 3月の期間は従来の検査に加えノロウイルスの検査も含

め、これ以外にノロウイルスについて疑わしい症状があった場合は速やか

に検査を実施し、その結果を発注者に報告しなければならない。 

・受注者は以下の場合、従事者を調理作業に関する全ての業務に従事させて

はならない。 

・赤痢（疾病を含む）、腸チフス、パラチフス、コレラ等「感染症の予防及 

び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成 10年 10月 2日法律第 114 

号）による第 1類感染症から第 3類感染症までの感染症、開放性結核。同法 

による感染症の保菌者 

・化膿性創傷、伝染性皮膚疾患 

上記対象は、従事者本人または同法による伝染症の同居の家族の場合とす 

る。 

・衛生管理マニュアルを作成し、契約後速やかに提出すること。 

 

10.従事者教育 

・受注者は自己の従事者に対し、定期的に衛生面及び技術面の教育を行うも

のとする。 

・施設等の使用 

・発注者は受注者に対し、業務上必要な施設及び器具備品を無償で使用させ

るものとする。なお、マスク等の衛生管理上必要な物品については受注者

負担とする。 

・受注者は上記により使用する施設及び器具備品については、破損、故障に
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十分留意し、丁寧に扱うこと。 

 

11.調理作業及び配膳 

・調理作業及び配膳は、次のとおりとする。 

 

 

区分 

 

 

通常配膳時間 

 

 

朝食 

 

 

8：00 

 

 

昼食 

 

 

12：00 

 

 

夕食 

 

 

18：00 

 

    

・調理作業は管理栄養士に指示された献立により実施し、上記配膳時間に

間に合うようすること。また、保温保冷に努めるとともに、食中毒には

十分注意し調理作業を実施すること。 

・受注者は作業工程表及び作業手順書を提出し、それらの内容を遵守し作

業を実施すること。また、作業工程表及び作業手順書に変更があった場

合は、速やかに再提出すること。 

・食材の保管、管理に当たっては品質及び衛生状態に十分に留意するこ

と。 

 

12.配膳・下膳作業 

・毎食の配膳・下膳は、指示に従い迅速かつ確実に行うこと。 

・料理の味や温度を損なわないよう短時間で配膳するよう心がけること。 

・配膳は指定された場所に運搬し、看護師等に確実に手渡すこと。 

・下膳作業については、配膳後 45分を経過した時点で作業に従事し、病棟 

内に食器や残飯などが残らないようにすること。 

・下膳は食器等の数量を確認の上、指定された場所から行うこと。 

・配膳及び下膳時に入院患者に接する場合は言動に注意すること。 
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13.従事者の服装及び規律 

受注者は自己の従事者に次に掲げる事項を遵守させること。 

・勤務中は定められた衣類を着用させること。 

・人との対応は丁寧を旨とし、粗暴にわたる言動があってはならない。 

・勤務中に飲酒をしてはならない。また酒気を帯びて勤務してはならない。 

・所定の場所以外での飲食、その他、職務の遂行を怠るような行為をしては

ならない。また院内は禁煙とする。 

・作業中には、厨房内及び給食事務室（給食従事者休憩室含む）に関係者以

外の者を入れてはならない。また作業に関係しないもの等不要なものを持

ち込んではならない。 

・作業にあたっては、常に頭髪、手指及び爪等の清潔保持に努め、作業の前

後には必ず手指の洗浄及び消毒を実施すること。 

・作業中におけるトイレの使用は、必ず専用トイレを使用し、その際に履物

についても厨房内との区別をしなければならない。 

・作業上必要がある場合には、衛生手袋を着用すること。 

・身体及び身の回りは常に清潔を心掛け、他人に不快感を与え、不衛生であ

ってはならない。 

・作業員は職場の秩序を守り、火災、盗難等に注意し労働安全に努めなけれ

ばならない。 

 

14.食器洗浄・消毒作業 

・下膳した食器類は食器ごとに侵漬し、所定の洗浄機により十分に洗浄を行

うとともに次の使用時まで清潔に保管しなければならない。 

・洗浄された食器は、直ちに食器消毒保管庫内に保管するとともに、所要の

時間と温度のもと、確実に消毒を実施すること。 

・食器等は、次の配膳時に数が不足しないよう作業を行い、取扱いには十分

配慮しること。 

 

15.厨房管理作業 

・使用する厨房等は常に清潔にするとともに毎日清掃し、防鼠・防虫に対し

て万全を期さなければならない。 

・什器食器器具類は衛生的に取り扱うとともに、いたずらに損傷や破損等が

生じないよう細心の注意を払うこと。なお、食器器具類に損傷や破損等が

生じた場合は、速やかに病院に届出ること。 

・冷凍庫、冷蔵庫及び食品庫は常に清潔に管理するとともに週 1回以上の清

拭消毒を実施しなければならない。 

 



- 6 - 

 

16.保存食の管理作業 

・保存食は毎食保存しておかなければなない。 

・保存食は原材料及び調理済み食品を食品ごとに 50ｇ程度ずつ清潔な容器

に密封して入れ（ビニール袋等）、-20°以下で 2週間以上保存しなければ

ならない。なお、原材料は特に洗浄・殺菌等を行わず、購入した状態で保

存すること。 

 

17.報告義務 

・受注者は事故が発生した時は、直ちに適切な措置を講じるとともに、発注

者に報告のうえ、その指示に従わなければならない。 

 

18.提出書類 

 ・業務着手届(※契約締結後速やかに) 

 ・業務従事者名簿（契約締結後速やかに/変更の都度） 

 ・業務完了届 

 ・業務報告書 

 ・その他発注者が必要と認めた書類 

（※上記いずれも任意様式で可） 

 

19.検査 

業務完了した際は、直ちに関係書類を提出し、発注者の検査を受け、合格

した時をもって当該業務を完了したものとする。 

 

20.支払 

  支払い及び請求方法については業務の性質及び実態等に合わせ、各月ごと

に請求及び支払いを行うものとする。 

 

21.その他 

・この仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者双方の協議に

より決定することとし、業務に関する協議等については、打合簿により行

うこととする。また、契約保証金については、おいらせ町財務規則第 146

条第 1 項の規定によるものとする。また、業務の実施に際しては、各種関

係法令を遵守のうえ業務を実施すること。 

・発注者で実施する火災予防訓練及び避難訓練、各種研修会等への参加及び

協力を行うこと。 

・災害及び食中毒等の発生時は、発注者及び受注者双方の協議により対処す

ること。 
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・操作ミスなど受注者の責めに帰す事由により、温冷配膳車を破損させた場

合は、更新費用を受注者が負担すること。 

 

 

 （参考） 

 ・年間（調理）食数見込 … 約 50,000食（1回あたり最大 50食） 
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・発注者及び受注者役割分担等 

 

区分 業務内容 発注者 受注者 備考 

運営管理 病院給食運営の総括 ○   

 栄養管理委員会の開催・運営 ○   

 院内関係部門との連絡・調整 ○   

 献立表作成基準（治療食等を含む）の作成 ○   

 食数の実施、把握（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ業務含む） ○   

 献立表の作成 ○   

 献立表の確認 ○   

栄養管理 食数の指示・管理 ○   

 食事箋の管理 ○   

 嗜好調査・喫食調査等の企画・実施 ○   

 検食の実施・評価 ○   

 関係官庁等に提出する給食関係の書類等の

確認・提出・保管管理 
○ 

  

 上記書類等の作成 ○   

 上記以外の給食関係の伝票の整理、報告書

の作成・保管 
○ 

  

 作業仕様書の作成（治療食の調理に対す指

示を含む） 
○ 

  

 作業仕様書の確認（治療食の調理に対す指

示を含む） 
○ 

  

 作業計画書の作成 ○ ○  

調理作業 作業実施状況の確認 ○ ○  

管理 調理  ○  

 盛付け  ○  

 配膳  ○  

 下膳  ○  

 食器洗浄・消毒  ○  

 管理点検記録の作成 ○ ○  

 管理点検記録の確認 ○ ○  
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区分 業務内容 発注者 受注者 備考 

 給食材料の調達（契約から検収迄） ○   

 給食材料の検収・点検 ○ ○  

材料管理 
給食材料の保管・在庫管理 ○ ○  

給食材料の出納事務 ○   

 給食材料の使用状況の確認 ○   

 災害・食中毒発生時の給食材料の調達 ○   

 給食施設、主要な設備の設置・改修 ○   

施設等 

管理 

給食施設、主要な設備の管理 ○   

その他の設備（調理器具・食器等）の確保・

保守・管理 
○  

 

 使用食器の確認 ○ ○  

業務 

管理 

勤務表の作成  ○  

業務分担・職員配置表の提示  ○  

業務分担・職員配置表の確認 ○   

 衛生面の遵守事項の作成 ○   

 給食材料の衛生管理 ○ ○  

 施設・設備（調理器具・食器等の衛生管理） ○   

 衣服・作業者等の清掃保持状況の確認  ○  

衛生管理 保存食の確保 ○ ○  

 直接納入業者に対する衛生管理の指示 ○   

 衛生管理簿の作成 ○ ○  

 衛生管理簿の点検・確認 ○   

 救急対応の要するときの指示 ○   

研修等 
調理従事者などに対する研修・訓練 ○ ○  

健康管理計画の作成 ○ ○  

労働 

安全 

衛生 

定期健康診断の実施 ○ ○  

健康診断結果の保管 ○ ○  

健康診断実施状況等の確認 ○ ○  

検便の定期検査実施 ○ ○  

検便結果の確認 ○ ○  

事故防止対策の策定 ○ ○  
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（温冷配膳車一覧） 

 メーカー 型式 購入年月日 取得金額 耐用年数 

1 ホシザキ電機（株） MSC-24DWB3 2013. 2. 5 1,680,000円 5年 

2 ホシザキ電機（株） MSC-24DWB3 2013. 2. 5 1,680,000円 5年 

3 ホシザキ電機（株） MSC-24DWB3 2017. 3.15 1,296,000円 5年 

 


